
枠組壁工法構造用たて継ぎ材についての   

製造業者の認定の技術的基準  

（芸濃諾孟宗芸£7呈）  

最終改正 平成15年3月28日農林水産省告示第549号  

一 製造又は加工、保管、品質管理及び格付のための施設  

1製造施設   

（1）作業場  

諸設備を収容し、かつ、作業を行うのに支障のない広さ及び明るさを有するこ  

と。   

（2）機械器具  

次の表の左欄に掲げる機械器具（安定した能力を有し、連続した生産が可能で  

あり、かっ、それぞれ同義の右欄に掲げる条件に適合しているものに限る。）を有  

すること。  

機 械 器 具   条  件   

接  合  装  置  ひき板又は小角材の端部にフィンガー加工を施し  

接着剤を用いて相互に正しく接着できるものであ  

ること。   

材面調整機械（材面を調整  

する場合に限る。）   

人工乾燥処理装置（人工乾  

燥処理を施す場合に限る。）   

（3）搬送設備  

各工程間における材料の流れを円滑にすることができるものであること。  

2 保管施設   

製品の保管施設ほ、適当な広さを有し、製品の品質を保持できるものであること。  

3 品質管理施設   

次の機械器具を有する適当な広さの施設を有すること。  

（1）水素イオン濃度測定用具  
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（2）ノギスその他の計量器具  

（3）第三者機関による検定証明を定期的に取得しない場合にあっては、（1）及び（2）に   

規定するもののはか、次に掲げる機械器具。ただし、アに掲げる機械器具にあっ   

ては煮沸繰返し試験を行う場合、りに掲げる機械器具にあっては減圧加圧処理試   

験を行う場合、オに掲げる機械器具にあっては甲種たて継ぎ材の特級、1級及び  

2級に格付をする場合に限る。   

ア 恒温水槽   

イ 恒温乾燥器   

り 減圧加圧処理装置   

工 曲げ試験機   

オ ブルーフローダ  

4 格付のための施設  

（1）検査結果の評価及び証票の管理のための適当な広さの施設を有すること。  

（2）次に掲げる機械器具を有すること。ただし、これらの機械器具にあっては格付   

のための試料の検査を自ら行わない場合、キに掲げる機械器具にあっては煮沸繰   

返し試験を行わない場合、クに掲げる機械器具にあっては減圧加圧試験を行わな   

い場合を除く。   

ア 恒温乾燥器   

イ 曲げ試験機   

り 天びん（感量が0．1g以下のもの）  

エ ノギス   

オ 長さ計   

力 丸のこ盤   

キ 恒温水槽   

ク 減圧加圧処理装置   

ケ 雑器具   

品質管理の実施方法  

1三の2に規定する品質管理責任者に、次に掲げる職務を行わせていること。  

（1）品質管理（外注管理（製造、検査又は設備の管理の一部を外部の者に行わせて   

いる場合における外注先の選定基準、外注内容、外注手続等当該外注に関する管   

理をいう。）を含む。以下同じ。）に関する計画の立案及び推進  

（2）内部規程の制定、確認及び改廃についての統括  

（3）従業員に対する品質管理に関する教育訓練の推進  

（4）工程に生じた異常、苦情等に関する処置及びその対策に関する指導及び助言  

2 次に掲げる事項について、内部規程を具体的かつ体系的に整備していること。  

（1）原材料及び製品並びに各製造工程についての品質管理に関する事項  

（2）製造及び品質管理の機械器具の管理に関する事項  
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（3）工程において発生した不良品及び異常についての処置に関する事項   

（4）苦情処理に関する事項   

（5）品質管理記録の作成及び保存に関する事項   

（6）品質管理の実施状況についての内部監査に関する事項   

（7）品質管理の実施状況についての認定機関（登録認定機関又は登録外国認定機関  

をいう。以下同じ。）による確認等業務の適切な実施に閲し必要な事項   

3 内部規程に基づいて品質管理を適切に行っていること。   

4 品質管理の結果、製品の品質が安定していること。   

5 内部規程の適切な見直しを定期的に行い、かつ、従業員に十分周知することとし  

ている。  

三 品質管理を担当する者の資格及び人数  

1 品質管理担当者  

品質管理担当者者として、枠組壁工法構造用たて継ぎ材の製造又は試験研究に1   

年以上従事した経験を有する者（3に規定する者を除く。）が1人以上置かれている  

こと。   

2 品質管理責任者  

品質管理責任者として、品質管理担当者の中から、認定機関の指定する講習会   

（以下「講習会」という。）において枠組壁工法構造用たて継ぎ材の品質管矧こ関す  

る課程を修了したものが1人選任されていること。   

3 製品の材面の品質検査担当者  

製品の材面の品質検査担当者として、次のいずれにも適合する者が2人以上置か  

れていること。   

（1）枠組壁工法構造用たて継ぎ材の選別業務に6月以上従事した経験を有すること。   

（2）認定機関の指定する研修において枠組壁工法構造用たて継ぎ材の選別業務を修  

得していること。  

四 格付の組織及び実施方法  

1格付の組織  

格付を行う部門が、製造部門及び営業部門から実質的に独立した組織及び権限を  

有すること。   

2 格付の実施方法   

（1）次に掲げる事項について、格付に関する規程（以下「格付規程」という。）を具  

体的かつ体系的に整備していること。ただし、イ、オ及びキに掲げる事項につい  

ては、格付のための試料の検査を自ら行わない場合を除く。  

ア 試料の抽出に関する事項  

イ 試料の検査に関する事項  

り 格付の表示に関する事項  

工 格付後の荷口の出荷又は処分に関する事項  
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オ 格付のための機械器具の管理に関する事項  

力 格付記録の作成及び保存に関する事項  

キ 格付の実施状況についての内部監査に関する事項  

ク 格付の実施状況についての認定機関による確認等業務の適切な実施に閲し必  

要な事項   

（2）五の1に規定する格付検査担当者の資格を有する者が置かれていない等の理由  

により自ら試料の検査を行うことができない場合にあっては、枠組壁工法構造用  

たて継ぎ材の試料の検査を適正に行い得る機械器具及び人員を有するもの（役員、  

構成員又は職員の構成が試料の検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないも  

のに限る。）と委託契約を締結し、格付のための試料の検査を行わせ、かつ、当該  

試料の検査の結果に基づき格付を行うこと。   

（3）格付規程に基づいて格付及び格付の表示に関する業務を適切に行い、その結果、  

格付の表示が適切に付されることが確実と認められること。  

五 格付を担当する者の資格及び人数  

1格付検査担当者  

格付検査担当者として、次のいずれかに該当し、かっ、認定機関の指定する格付  

検査担当者技能研修を定期的に受講している者が1人以上置かれていること。   

（1）学校教育法（昭和22年法律第26号）による大学若しくは高等専門学校若しくは  

旧専門学校令（明治36年勅令第61号）による専門学校で林業、林産若しくは工業  

に関する授業科目の単位を取得して卒業した者又はこれらと同等以上の資格を有  

する者で、木材又は木材加工品の検査又は試験研究に1年以上従事した経験を有  

するもの   

（2）学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令（昭和  

18年勅令第36号）による中等学校で林業、林産若しくは工業に関する授業科目の  

単位を取得して卒業した者又はこれらと同等以上の資格を有する者で、木材又は  

木材加工品の検査又は試験研究に2年以上従事した経験を有するもの   

（3）（1）に掲げる学校で林業、林産若しくは工業に関する授業科目以外の科目の単位  

を取得して卒業した者又はこれらと同等以上の資格を有する看で、木材又は木材  

加工品の検査又は試験研究に2年以上従事した経験を有するもの   

（4）（2）に掲げる学校で林業、林産若しくは工業に関する授業科目以外の科目の単位  

を取得して卒業した者又はこれらと同等以上の資格を有する者で、木材又は木材  

加工品の検査又は試験研究に3年以上従事した経験を有するもの   

（5）（1）から（4）までのいずれかに該当する者以外の者で、木材又は木材加工品の検査  

又は試験研究に5年以上従事した経験を有するもの   

2 格付責任者  

格付責任者として、格付検査担当者であって、かつ、三の2に規定する品質管理  

責任者以外の者から講習会において枠組壁工法構造用たて継ぎ材の格付に関する課  
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程を修了したものが1人選任されていること。   

3 格付担当者  

格付のための試料の検査を自ら行わない場合にあっては、格付検査担当者及び格   

付責任者に代えて、格付担当者として、三の3の（1）及び（2）のいずれにも該当する者   

であって、講習会において枠組壁工法構造用たて継ぎ材の格付に関する課程を修了  

したものが1人以上置かれていること。  

施行期日（平成12年6月9日農林水産省告示第817号前文）  

平成12年6月10日から施行する。  

附則（平成15年3月28日農林水産省告示第549号）  

1 この告示は、平成15年3月29日から施行する。  

2 この告示の施行の際現に農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（昭   

和25年法律第175号）第15条第1項の規定に基づき農林水産大臣又は登録認定機関の認   

定を受けている農林物資の製造業者及び同法第19条の3第1項の規定に基づき農林水   

産大臣、登録認定機関又は登録外国認定機関の認定を受けている農林物資の外国製造   

業者については、平成15年9月30日までの間は、なお従前の例によることができる。  
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